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１．計画策定の意義 

快適でうるおいのある生活環境の創造のためには、大量生産・大量消費・大量

廃棄に支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社会の構築に向け

て積極的な取組を進めていく必要がある。そのためには、市民・事業者・行政が

それぞれの役割と責任を果たしていくことが重要である。 

本市では、第７次小田原市総合計画や小田原市環境基本計画に基づき、「省資

源・循環型社会を目指したまちづくり」の実現のため、種々の施策を推進してい

るところである。 

  しかし、本市の最終処分場の埋立残余容量は逼迫しており、平成６年度から県

外で埋立処分を行っている厳しい状況である。 

 本計画は、このような状況の中、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進

等に関する法律（以下「法」という。）第８条に基づいて容器包装廃棄物を分別

収集し、最終処分量の削減を図る目的で、市民・事業者・行政それぞれの役割を

明確にし、具体的な推進方策を明らかにするとともに、これを公表することによ

り各主体が一体となって取り組むべき方針を示したものである。 

 本計画の推進により、容器包装廃棄物の減量化を推進するとともに、最終処分

場の延命化に努め、循環型社会の構築を図ろうとするものである。 

 

２．基本的方向 

  本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。 

○市民、事業者、市がそれぞれの役割と責任を果たすことにより、廃棄物の発

生抑制、再使用、再利用による物質循環の健全化に努める。 

○廃棄物を適正に処理できる体制を整え、環境への負荷を軽減する循環型社会

を構築する。 

 

３．計画期間 

  本計画の計画期間は、令和８年４月を始期とする５年間とし、３年目に改定す

 る。 

 

４．対象品目 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製

容器（無色、茶色、その他の色）、飲料用紙製容器、段ボール、ペットボトル、

プラスチック製容器包装を対象とする。 
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５．各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み 

（法第８条第２項第１号） 
 

 
 

 

Ｒ８年度 
 

 

 Ｒ９年度 
 

 

 Ｒ10年度 
 

 

 Ｒ11年度 
 

 

 Ｒ12年度 
 

 

 容器包装廃棄物 
 

11,853ｔ 11,621ｔ 11,327ｔ 11,068ｔ 10,811ｔ 

 

６．容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項 

（法第８条第２項第２号） 

容器包装廃棄物の排出量の抑制のため以下の方策を実施する。 

なお、実施するに当たっては、市民、事業者、行政がそれぞれの立場から役割

を分担し、相互に協力・連携を図る。 

 

 (１)環境教育・啓発活動の充実 

ア ごみの減量などに関する講座（「きらめき出前講座」）や清掃工場の施設

見学会などの開催、自治会での説明会等により、ごみ処理の現状に関する情

報提供や、ごみの減量、資源化などに関する意識啓発を図る。 

イ 学校等で市のごみの現状について学習する機会を設け、循環型社会に対す

る高い意識を醸成する。 

ウ 環境情報誌「ゴミダス」、「広報小田原」、自治会への回覧、市ホームペ

ージ、小田原ケーブルテレビ、環境メールニュースなどを効果的に活用し、

ごみの減量、資源化などに関する意識啓発を図る。 

 

(２)発生・排出抑制と資源化の実施 

  ア 自治会の住民組織及び環境美化推進員と連携を図りながら、ごみの減量・

資源化を推進する。 

  イ 買い物の際のマイバッグの持参、使い捨てプラスチック製品の使用を控え

る呼びかけを行うなど、環境に配慮した消費行動の促進を図る。 

  ウ 市民との連携を図りながら、生ごみの堆肥化、食品ロスの削減を啓発し、

家庭ごみの発生抑制・減量化を推進する。 

 

(３)事業者との連携 

ア 民間事業者と連携しプラスチック製容器包装やペットボトルの発生抑制や

リサイクルを推進する。 

イ その他紙及び雑紙として回収している段ボール以外の紙製容器包装の分別

を促進するため、小田原市古紙リサイクル事業組合と連携し、市民への周知

を行うとともに排出しやすい環境づくりに努める。 
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７．分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収

集に係る分別の区分（法第８条第２項第３号） 

 

本市における最終処分場の埋立残余容量が逼迫していることや、不燃物処理施

設での資源化等の状況を総合的に勘案し、分別収集する容器包装廃棄物の種類を

下表左欄のように定める。 

  また、市民の協力度合い、市の施設、収集体制、収集器材等を勘案し、収集に

係る分別の区分を下表右欄のように定める。 

 

分別収集する容器包装の種類 収集に係る分別の区分 

  主としてスチール製の容器 

  主としてアルミ製の容器 
  かん類 

  主として      無色のガラス製容器 

  ガラス製  茶色のガラス製容器 

の 容 器     その他の色のガラス製容器 
  びん類 

  主として紙製の容器であって飲料を充てん

するためのもの（原材料としてアルミニウ

ムが利用されているものを除く） 

  紙パック 

主として段ボール製の容器   段ボール 

主としてポリエチレンテレフタレート

（PET）製の容器であって飲料、しょうゆ等

を充てんするためのもの 

ペットボトル 

主としてプラスチック製の容器包装であっ

て上記以外のもの 

 

 トレー類・  表示のあるもの 
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８．各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容

器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み

（法第８条第２項第４号） 

 

  令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 

主としてスチ

ール製の容器 
126t 119t 111t 104t 97t 

主としてアル

ミ製の容器 
266t 264t 262t 260t 264t 

無色のガラス

製容器 

(合計)  279t (合計)  264t (合計)  255t (合計)  240t (合計)  226t 

（引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) 

279t 0t 264t 0t 255t 0t 240t 0t 226t 0t 

茶色のガラス

製容器 

(合計)  212t (合計) 205t (合計) 196t (合計)  182t (合計)  174t 

（引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) 

212t 0t 205t 0t 196t 0t 182t 0t 174t 0t 

その他の色の 

ガラス製容器 

(合計)  166t (合計)  159t (合計)  157t (合計)  149t (合計)  142t 

（引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) 

166t 0t 159t 0t 157t 0t 149t 0t 142t 0t 
主として紙製の容器
であって飲料を充て
んするためのもの
（原材料としてアル
ミニウムが利用され
ているものを除く） 

55t 53t 51t 49t 48t 

主として段ボ

ール製の容器 
2,132t 2,115t 2,094t 2,079t 2,057t 

主として紙製の

容器包装であっ

て上記以外のも

の 

(合計)     
  0 t (合計)    

  0 t (合計)    
  0 t (合計)      

 0 t (合計)      
 0 t 

主としてポリエチレ
ンテレフタレート
（PET）製の容器であ
って飲料、しょうゆ
等を充てんするため
のもの 

(合計)  598t (合計)  588t (合計)  583t (合計)  578t (合計)  574t 

（引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) 

199t 399t 196t 392t 194t 
389

t 
193t 

385

t 
191t 

383

t 

主としてプラス

チック製の容器

包装であって上

記以外のもの 

(合計) 2,238t (合計)  2,274t (合計)  2,310t (合計)  2,352t (合計)  2,386t 

（引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) 

2,238t 0t 2,274t 0t 2,310t 0t 2,352t  0t 2,386t 0t 

  
(うち白色

トレイ) 
(合計)      

  0 t (合計)     
  0 t (合計)    

  0 t (合計)      
 0 t (合計)     

 0 t 
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９．各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び

容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み

の算定方法 

 

過去の分別基準適合物等の収集実績、将来の人口予測、総排出量に対する分別

基準適合物等の構成割合及び資源化量を勘案し、分別基準適合物の特定分別基準

適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定

める物の量の見込みを算定した。 

 

将来の人口予測 

年 度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 

人 口 181,927人 180,621人 179,315人 178,009人 176,703人 

   ※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（令和５年度推計）による 
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10．分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号） 

 

  分別収集は、現行の収集体制により行う。 

 

 分別収集の実施主体 

 容器包装廃棄物の 

 種      類 

 収集に係る 

 分別の区分 

 収集・運搬 

 段   階 
 選別段階 保管段階 備   考 

缶 

 スチール 

かん類 

委託業者に 

よる指定日 

収集 

委託業者 

(市有施設を使用) 
市 

 透明、半透明袋

による収集 
 アルミ 

び  

 

ん 

 無色ガラス 

びん類 

委託業者に 

よる指定日 

収集 

委託業者 

(市有施設を使用) 
市 

 透明、半透明袋

による収集 
 茶色ガラス 

 その他ガラス 

紙 

    

類 

 紙パック  紙パック 協 力 業 者 に

よ る 指 定 日

収集 

市 民 協力業者 
紐で十文字に 

縛る 

 段ボール  段ボール 

プ 

ラ 

ス 

チ 

ッ 

ク 

 ペットボトル  ペットボトル 

委託業者に

よる指定日

収集 

市 民 

市 

 透明、半透明袋

による収集 
  その他 プ ラ

ス チ ッ ク 製

容器包装 

  

トレー類・ 

  表 示 の

あるもの 

市及び委託 

業者による 

指定日収集 

委託業者 

 

＊  包装紙や紙箱等は雑紙又はその他紙として分別収集を実施。 
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11．分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号） 

 

分別収集の用に供する施設計画 

 

分別収集する容器 

包装廃棄物の種類 

収集に係る 

分別の区分 
収集容器 収集車 中間処理 

 スチール 

かん類 
透明又は 

半透明袋 

２ｔ及び 

４ｔ 

パッカー車 

 小田原市 

リサイクルセンター 

（選別・圧縮施設） 

 アルミ 

 無色ガラス 

びん類 
透明又は 

半透明袋 

２ｔ及び 

４ｔ 

パッカー車 

 茶色ガラス 

 その他ガラス 

 紙パック  紙パック 
紐で十文字 

に縛る 
平ボディ車 協力業者 

 段ボール  段ボール 

 ペットボトル ペットボトル 

透明又は 

半透明袋 

２ｔ及び 

４ｔ 

パッカー車 

 小田原市ペットボトル 

減容施設 

 その他のプラスチ

ック製容器包装 

トレー類・ 

   表示

のあるもの 

委託業者 
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12．その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

 

(１)将来的な施策展開 

ア 神奈川県都市清掃行政協議会等を通じ、他市町村との情報交換に努めるとと

もに、将来的な一般廃棄物の広域処理についての検討を進める。 

イ 資源ごみの分別排出を徹底し、燃せるごみの減量化を進める。 

ウ プラスチック資源循環促進法への対応のため、製品プラスチックの再商品化

に関する情報収集を進め、実施の有無についての検討を進める。 

 
 
 
 
 


